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　 71 ７ 97 15 153 28
　 76 15 91 17 133 23
　 95 ６ 110 15 165 25
　 20 １ 22 ３ 33 ６

鷹　 69 17 73 13 108 17
　 41 ７ 59 ９ 86 13

372 53 452 72 678 112
※ には住 など の が まれていま 。

※ の る は の は りません。
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　　　町の空き家は、平成28年度調査（下表）で452件を把握し前回調査から80件増加し
　　　ました。町としては、平成27年に全面施行となった空家等対策の推進に関する特別
措置法に基づき、白鷹町空家等対策協議会を設立し、空家等対策計画（案）の内容や空き家
対策事業などを協議してきました。作成しました原案の詳細につきましては、下記閲覧場所
で公開しておりますので、内容等をご確認いただき、本計画（案）に関する町民の皆様のご
意見をお寄せください。

■計画の趣旨
　町民の安全を守り、安心した生活環境を
確保するため、空家等対策の推進に関する
特別措置法第６条第１項の規定に基づき、
本町における空き家等に関する対策を総合
的かつ計画的に実施するため、「白鷹町空家
等対策計画」を定めます。
■計画の期間
平成28年度から平成32年度までの５年間
■空家の定義

等

　建築物またはこれに附属する工作物であ
　って居住その他の使用がなされていない
　ことが常態であるもの及びその敷地。

等

　倒壊等著しく保安上危険となるおそれの
　ある状態または著しく衛生上、景観上な

　ど、生活環境の保全を図るために放置す
　ることが不適切である状態にあると認め
　られる空家等。
■空き家等対策の具体的施策

等の対策

・実態調査等に基づくデータベースの整備
・特定空家等の認定
・特定空家等に対する法的措置
・特定空家等の解体支援

き 対策

・白鷹町空き家バンク事業
・空き家管理サービス事業
・移住・定住ホームページ
・空き家相談窓口の開設
・住宅リフォーム総合支援事業
・木造住宅耐震診断・改修支援

　白鷹町 策課

　 民 白鷹町
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